




災害時には、次のようなごみが発生します。 災害時でも、生活に伴うごみは当然発生します。



豊中市伊丹市クリーンランドで

処理できるもの。

豊中市伊丹市クリーンランドで

処理できないもの。

最大辺が90cm以内のもの 太さが15cm以上または、
長さが 2.2m以上のもの

長さが2.2m以上のもの



市民の皆さまが自ら片付けごみ

などを移動させ保管しておく

場所のことです。

災害時住民用集積所に片付けごみ

などを置くことができない場合は、

仮置場をご利用いただくことになりますが、

必ず設置するとは限りません。

※ただし家電４品目は除く



断水などインフラ施設の損壊により水洗トイレが

使用できないときは、このような対応となります。

災害時は普段のようなトイレの

利用が出来ない恐れがあるため、

簡易トイレキットやおむつ等の

備蓄が大切です。

使用した簡易トイレキットや

おむつは可燃ごみに出すこと

ができます。

みんなが使用するトイレでは

ルールを守り、清潔な環境を

維持することが大切です。

転倒による怪我の防止や大切

な家財の破損を防ぎます。

整理されていても揺れにより

散乱し、避難通路を塞ぐ恐れ

があります。

建物の傷み具合では、小さな

揺れや突風でも簡単に壊れて

しまい、周辺に危害を及ぼし

ます。

いざという時のために、あらか

じめ近隣や地域で災害について

話し合いましょう。



災害時には、ごみの排出方法が大きく変わることが

あります。そのため、様々な手段で皆さまに

お伝えできるよう努めますので、必ず市の情報を確認し、

適切な排出をお願いします。

…など

大量に発生した災害廃棄物を迅速に処理することが、

生活再建・早期復興へとつながります。

発災後、3日以内に通常収集再開を目標

としています。

まずは腐りやすい可燃ごみを優先的に

収集するため、資源物の収集は、一時的

に中止する可能性があります。その場合

でも、分別は普段通り行い、再開まで

自宅で保管をお願いします。

収集品目や収集日については、市のホー

ムページなどで必ずご確認ください。

住民用集積所は、皆さまが普段生活

している近隣の公園などに設置する

予定です。普段は憩いの場として利用

する場所を廃棄物置場として使用しま

すが、ご理解をお願いします。

また、これらは市内に多く点在するた

め、管理や運営を利用する方々にお願

いしないといけません。地域の生活環

境を守るため、地域で連携し見守り活

動等のご協力をお願いします。



災害が発⽣したら、ごみの出し⽅はどうなるの︖

壊れた家具などは、どこに出したらいいの︖

なぜ壊れたテレビや冷蔵庫は、集積所に出せないの︖どうすればいいの︖

「災害時住⺠⽤集積所」は、どこにあるの︖

「災害時住⺠⽤集積所」の場所は、誰が決めるの︖

⽚付けごみの出し⽅は、決まっていますか︖

使わなくなったソファや古いテレビは、「災害時住⺠⽤集積所」に出してよいですか︖

「災害時住⺠⽤集積所」のごみがいっぱいになったら、どうしたらいいの︖

⼤きな家具などを運べない場合は、どうしたらいいの︖

「災害時住⺠⽤集積所」と「仮置場」は、何が違うの︖

被災してトイレが使えなくなったら、どうしたらいいの︖

災害により壊れた家具や家電（テレビ・冷蔵庫・エアコン・洗濯機・⾐類乾燥機は

除く。）、⾷器などは、「⽚付けごみ」として「災害時住⺠⽤集積所」に出してく

ださい。地域によっては、「仮置場」に出して頂く場合があります。

テレビ、冷蔵庫、エアコン、洗濯機、⾐類乾燥機は、特定家庭⽤機器と呼ばれ「家

電リサイクル法」に基づいた処理になるため、リサイクル料⾦の負担や指定引取場

所への搬入が必要となります。排出先については必ず市のホームページ等で確認し

てください。

災害が発⽣したら、近隣の公園や公共施設の駐⾞場などを「災害時住⺠⽤集積所」

として利⽤します。⽇頃から、「災害時住⺠⽤集積所」として利⽤できる場所を想

定しておくと、災害時にスムーズにごみを出すことができます。

⾃主防災会や⾃治会の⽅々を中⼼に、利⽤する皆さんで設置場所を決めていただき

ますようお願いします。ただし場所により、別⽤途で利⽤できない、収集⾞両が⼊

れないなど、場合によって変更をお願いすることがあります。また、私有地は⼟地

の管理者の許可が必要になりますので、公園などの公有地を利⽤しましょう。

「災害時住⺠⽤集積所」の場所を決めたら、

環境部家庭ごみ事業課（Tel.06-6843-3512）まで必ずご連絡ください。

災害が起きたら、被災状況に応じて片付けごみの分別と排出ルールを市のホームペ

ージや⾃治会等を通じてお知らせします。お住まいの地域によって異なる場合があ

りますので必ず確認をお願いします。生ごみなどの生活ごみは、一緒に出さないで

ください。ルールを守って出して頂くことで、⽚付けごみの搬出や処理を早く進め

ることができます。

災害と関係のないごみは、「災害時住⺠⽤集積所」や「仮置場」に出すことはでき

ません。災害時は多くのごみが発⽣しますので、⽇頃から不要なものは⼩まめに処

分するなど、事前の備えをお願いします。

片付けごみの持ち込みを一旦、停止して、環境部家庭ごみ事業課

（Tel. 06-6843-3512) までご連絡ください。順次、対応しますが、その間はご

⾃宅での保管をお願いします。分別がされず混合状態になると、⽕災が発⽣する要

因にもなります。地域の皆さんで、⾒守り活動等のご協⼒をお願いします。

近隣の皆さんで協⼒し合ったり、ボランティアに依頼してください（豊中市社会福

祉協議会ボランティアセンターTel. 06-6848-1000）。無理をせず、怪我などに

充分注意して片付け作業をしましょう。

「仮置場」は、⼤規模公園などの広い場所を市が設置し管理します。主に、壊れた

建物のがれきなどを搬入します。地域によっては、片付けごみを搬入して頂く場合

がありますので、必要に応じて市⺠の皆さまにお知らせします。

簡易トイレや避難所等のトイレを使⽤してください。仮設トイレ等の設置状況は、

市のホームページ等でお知らせします。⽇頃から簡易トイレキットなどを備蓄して

おくと、災害時に利⽤できます。使⽤後は、可燃ごみとして出しましょう。

災害時に発生する生活ごみは、生ごみ等を含む可燃ごみを優先的に収集します。

被災状況によっては資源物など収集を一時停止する場合もありますので、排出され

る際は必ず、市のホームページ等で確認してください。


